
内部公益通報の処理手順
・大崎市役所に勤務する職員等

・大崎市が請負契約している他の事業者の労働者等 が

本市の事務に関する法令違反を大崎市へ通報した場合

内
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労
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等
）

内部公益通報調査会

（会議は非公開）

委員長 副市長（市民協働推進部担当）

委員 副市長（その他），

総務部長，市民協働推進部長

総務課長，行政管理課長

行政管理課（行政管理担当）

通報窓口・相談窓口

③公益通報者の秘密保持を説明

⑤受理した（しない）旨を通知

③受理の可否を通知

内部公益通報に関係する課

市
長
又
は
行
政
委
員
会

⑥調査会へ諮問④受理の適否

を判断

●不正な目的等でない。

●法や市の例規に違反す

る通報内容である。

●通報事実が生じ又は生

じようとしていると思料

される。

⑪通報が適正である場合

その旨と是正措置等を報告

⑦調査

⑪通報の事実がない，

又は適正でない場合

その旨を報告

②受付票の

作成

市
民
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公益通報処理担当者

⑫
公
益
通
報
件
数
・
内
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等
の
毎
年
公
表

受付票

行政管理課長

①公益通報（電子ﾒｰﾙ，書面，面接）

関係する職員，事案に関し権限を有する職員，

関係する職員を指導監督する職員
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指定職員 ⑨調査の指示
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